
国
の

俸
給

表
構

造
を

援
用

し
つ

つ
水

準
の

調
整

を
行

う
人

事
委

員
会

勧
告

の
例

（
平

成
21
年

人
事

委
員

会
勧

告
後

）

団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

福
島

県
国

の
俸

給
表

構
造

と
の

均
衡

を
国

の
俸

給
月

額
（

平
成

行
政
職
以
外
の
給
料
表
に
つ
い
て
も
、
行
政
職
給

基
定

維
持

す
る

観
点

か
ら

、
国

の
俸

給
表

の
各

号
俸

の
額

に
一

定
の

率
を

乗
ず

る
こ

と
を

基
本

に
給

料
月

額
を

定
め

る
必

要
が

あ
る

。
（

Ｈ

2
1
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
、

平
均

1
.
7
%
を

引
上

げ
る

調
整

。

料
表
と
の
均
衡
を
基
本
に
、
所
要
の
改
定
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
教
育
職
給
料
表
、
高
等
学

校
教
育
職
給
料
表
及
び
小
学
校
・
中
学
校
教
育
職
給

料
表
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
人
事
委
員
会
連

合
会
が
作
成
し
た
「
参
考
モ
デ
ル
給
料
表
」
の
各
号

2
1
）

合
会
が
作
成
し
た

参
考

デ
ル
給
料
表
」
の
各
号

俸
の
額
に
一
定
の
率
を
乗
ず
る
こ
と
を
基
本
に
給
料

月
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
医
療
職
給
料
表
㈠
及
び
任
期
付
研
究
員

給
料
表
（
若
手
育
成
型
）
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
処

遇
を
確
保
す
る
観
点
及
び
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し

遇
を
確
保
す
る
観
点
及
び
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し

た
給
料
表
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
下
げ
改
定
は
行
わ

な
い
こ
と
と
す
る
。
（
Ｈ
2
1
）

岡
山

県
較

差
の

大
き

さ
や

人
事

院
勧

告
に

お
い

て
俸

給
表
の
改

定
が

な
さ

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
1
9
年

勧
告
ベ

ス
）

を
基

較
差

の
大

き
さ

や
人

事
院

勧
告

に
お

い
て

俸
給

表
の
改

定
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
等

に
お

い
て

俸
給

表
の
改

定
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
等

を
考

慮
す

る
と

、
給

料
表

水
準

を
一

律
に

引
き

上
げ

る
の

で
は

な
く

、
民

間
給

与
と

の
間
に

相
当
の

差
が

生
じ

て
い

1
9
年

勧
告
ベ

ー
ス
）

を
基

本
と

し
、

大
卒

初
任

給
の

号
給

（
1
級

2
9
号

給
）

の
額

を
1
.
2
%
引

き
上

げ
、

そ
の

後
は

基
幹

号
給

ご
と

に
引

俸
給

表
の
改

定
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
等

を
考

慮
す

る
と

、
給

料
表

水
準

を
一

律
に

引
き

上
げ

る
の

で
は

な
く

、
民

間
給

与
と

の
間

に
相

当
の

差
が

生
じ

て
い

る
初

任
給

を
中

心
と

し
て

若
年

層
に

限
定
し
た

給
料

表
の
改

と
の
間
に

相
当
の

差
が

生
じ

て
い

る
初

任
給

を
中

心
と

し
て

、
若

年
層

に
限

定
し

た
給

料
表

の
改

定
を

行
い

、
民

間
給

与
と

の
較

差
を

埋
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

考
え

後
は

基
幹

号
給

ご
と

に
引

上
げ

率
を

0
.
1
%
ず

つ
、

0
.
2
%
ま

で
逓

減
す

る
調

整
。

と
し

て
、
若

年
層
に

限
定
し
た

給
料

表
の
改

定
を

行
い

、
民

間
給

与
と

の
較

差
を

埋
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

考
え

る
。

（
Ｈ

2
0
）

※
Ｈ

21
は

改
定
な
し

め
る

こ
と

が
適
当

で
あ

る
と

考
え

る
。

（
Ｈ

2
0
）

※
Ｈ

2
1
は
改
定
な
し

※
Ｈ

21
は

改
定
な
し

【資料０２】



団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

山
口

県
給
料
表

に
つ

い
て

所
要
の

改
国

の
俸

給
月

額
（

平
成

給
料
表

に
つ

い
て

所
要

の
改

正
を
行
う

山
口

県
給
料
表

に
つ

い
て

、
所

要
の

改
正

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
(
H
2
0
)

※
Ｈ

2
1
は
改
定
な
し

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
1
9
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
、

平
均

0
.
5
5
%
を

引
上

げ
る

調
整

。

給
料
表

に
つ

い
て

、
所
要

の
改

正
を
行
う

必
要

が
あ

る
。

（
Ｈ

2
0
）

※
Ｈ

2
1
は
改
定
な
し

愛
媛

県
給

料
表

に
つ

い
て

は
、

人
事

院
勧

告
の

内
容

を
基

礎
と

し
て

、
所

要
の

改
定

を
行

う
こ

と
。 （

Ｈ
2
1）

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
2
1
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
、

0
.
4
3
%
を

一
率

に
引

上
げ

る
調

整
。

給
料

表
に

つ
い

て
は

、
人

事
院

勧
告

の
内

容
を

基
礎

と
し

て
、

所
要

の
改

定
を

行
う

こ
と

。 ま
た

、
人

事
院

勧
告

の
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

中
学

校
・

小
学

校
教

育
職

員
給

料
表

及
び

高
等

学
校

等
教

育
職

員
給

料
表

に
つ

い
て

は
、

行
政

職
給

料
表

と
の

均
衡

を
基

本
に

所
要

の
改

定
を

行
う

こ
と

。
（

Ｈ
2
1
）

高
知

県
民

間
給

与
と

の
較

差
を

踏
ま

え
て

給
料

表
を

引
下

げ
改

定
す

る
こ

と
が
必
要

で
あ

る
。
そ

の
際

に
は

、

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
1
9
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
50
0
円
を

定
額

で
加

行
政

職
以

外
の

給
料

表
に

つ
い

て
も

、
行

政
職

給
料

表
と

の
均

衡
を

基
本

に
、

給
料

月
額

及
び
経

過
措

置
額

の
算
定
基
礎

と
な
る

額
と

が
必
要

で
あ

る
。
そ

の
際

に
は

、
初

任
給

な
ど

若
年

層
の

給
与

は
引

下
げ

を
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

一
方

で
、

管
理

職
層

に
つ

い
て

は
一

般
職

員
を

上
回
る

引
下

げ
を
行

う

本
と

し
50
0
円
を

定
額

で
加

算
し

た
給

料
表

に
つ

い
て

、
国

の
平

成
2
1
年

勧
告

と
同

額
で

引
下

げ
を

行
う

調
整

。

額
及
び
経

過
措

置
額

の
算
定
基
礎

と
な
る

額
の

引
下

げ
改

定
を

行
う

こ
と

と
す

る
が

、
医

療
職

給
料

表
⑴

及
び

任
期

付
研

究
員

の
う

ち
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
適

用
さ

れ
る

給
料

表
に

つ
い

て
は

、
国

に
準
じ
て

引
下
げ
を
行

般
職

員
を

上
回
る

引
下

げ
を
行

う
と

す
る

国
家

公
務

員
の

改
定

に
準

ず
る

こ
と

と
し

、
国

家
公

務
員

の
俸

給
表

の
構

造
と

の
均

衡
も

考
慮

し
て
、
級

号
給
ご
と

の
給

料
月

額

表
に

つ
い

て
は

、
国

に
準
じ
て

引
下
げ
を
行

わ
な

い
こ

と
。

（
Ｈ

2
1
）

し
て
、
級

号
給
ご
と

の
給

料
月

額
に

つ
い

て
国

家
公

務
員

の
俸

給
月

額
と

同
額

で
引

下
げ

を
行

う
こ

と
。

（
Ｈ

2
1）



団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

堺
市

行
政

職
給

料
表

に
つ

い
て

は
※

給
料

表
の

勧
告
な

し
行

政
職

給
料

表
以

外
の
給
料
表

に
つ
い
て

堺
市

行
政

職
給

料
表

に
つ

い
て

は
、

民
間

と
の

較
差

を
解

消
す

る
た

め
、

人
事

院
勧

告
の

内
容

も
参

考
に

、
初

任
給

を
中

心
と

し
た

若
年

層
に

配
慮
し

た
う

え
で

そ
の
給

料
月

※
給

料
表

の
勧

告
な

し
行

政
職

給
料

表
以

外
の
給
料
表

に
つ
い
て

は
、

行
政

職
給

料
表

と
の

均
衡

を
基

本
に

改
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

た
だ

し
、

医
療

職
給

料
表

⑴
に

つ
い

て
は

、
医

師
確

保
の

観
点

か
ら

引
下

げ
改

定
を
行

わ
な

い
こ

と
が

適
当
で

配
慮
し

た
う

え
で

、
そ

の
給

料
月

額
に

つ
い

て
引

下
げ

改
定

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
（

Ｈ
2
1
）

ら
引
下

げ
改

定
を
行

わ
な

い
こ

と
が

適
当
で

あ
る

。
（

Ｈ
2
1
）

静
岡

県
公

民
較

差
、

国
家

公
務

員
の

俸
給

表
の

改
定

を
考

慮
し

て
改

定
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

給
料

表
は

、
国

の
俸

給
表

（
平

成
2
1
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
て
改

定

公
民

較
差

、
国

家
公

務
員

の
俸

給
表

の
改

定
を

考
慮

し
て

改
定

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
（

医
療

職
給

料
表

⑴
、

任
期

付
研

究
員

給
行

う
こ

と
と

す
る

。
（

医
療

職
給

料
表

⑴
、

任
期

付
研

究
員

給
料

表
（

若
手

育
成

型
）

を
除

く
。

）
（

中
略

）
さ
ら
に

、
給
料
月

額
に
一

定
の

ス
）

を
基

本
と

し
て
改

定
し

、
さ

ら
に

給
料

表
の

額
に

1
0
0
分
の

1
0
0
.
8
5
を

乗
じ

て
得

た
額

を
給

料
月

額
と

す
る
。

（
医

療
職

給
料

表
⑴

、
任

期
付

研
究

員
給

料
表

(
若

手
育

成
型

)
を

除
く

。
）

（
中

略
）

さ
ら

に
、

給
料

月
額

に
一

定
の

率
を

乗
じ

る
給

料
の

特
例

措
置

に
つ

い
て

、
乗

じ
る

率
を

1
0
0
分

の
1
0
0
.
9か

ら
1
0
0分

の
1
0
0
.
8
5
に

さ
ら
に

、
給
料
月

額
に

定
の

率
を

乗
じ

る
給

料
の

特
例

措
置

に
つ

い
て

、
乗

じ
る

率
を

1
0
0
分

の
1
0
0
.
9
か

ら
1
0
0
分

の
1
0
0
.
8
5
に

引
き

下
げ

る
こ

と
と

す
る

。
（
医

療

す
る
。

を
1
0
0
分

の
1
0
0
.
9か

ら
1
0
0分

の
1
0
0
.
8
5
に

引
き

下
げ

る
こ

と
と

す
る

。
（

医
療

職
給

料
表

⑴
を

除
く

。
）

（
Ｈ

2
1
）

き
下
げ

る
こ

と
と

す
る

。
（
医

療
職

給
料

表
⑴

を
除

く
。

） （
Ｈ

2
1）



団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

鳥
取

県
全

給
料

表
・

全
号

給
に

つ
い

て
、

現
在

の
給

料
月

額
の

△
0
.
8
％

の
引

下
げ

改
定

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
（

中
略

）
改
定
の

方
法
で

あ
る

が
現

在
の

給
料

表
は

国
の

給
料

表
は

国
の

平
成

1
8
年

４
月

１
日

適
用

俸
給

表
を

基
礎

と
し

て
、

給
料

表
の

額
に

２
級

全
給
料
表
・
全
号
給
に
つ

い
て
、
現
在
の
給
料
月
額
の

△
0
.
8
％
の
引
下
げ
改
定
を
行

う
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、

改
定
の

方
法
で

あ
る

が
、

現
在

の
給

料
表

は
、
国

の
平

成
1
8
年

４
月

１
日

適
用

俸
給

表
を

基
礎

と
し

て
い

る
が

、
そ

の
後

、
国

に
お

い
て

は
、

２
度

に
わ

た
っ

て
俸

給
表

の
改

定
が

勧
告

さ
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
本

県
の

給
料

表
と
国

の
俸
給
表

に
構

造
上
の

差
異

が
生

じ
て

き
て

給
料

表
の

額
に
、

２
級

以
下

に
つ

い
て

は
、

1
,
0
0
0
分

の
9
9
2
、

３
級

以
上

に
つ

い
て

は
1

0
00

分
の

9
5
7
を

乗
じ

う
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、

医
療
職
給
料
表
⑴
に
つ
い
て

は
、
医
師
の
人
材
確
保
へ
の

影
響
が
懸
念
さ
れ
る
と
い
う

観
点
か
ら
引
下
げ
改
定
は
行

料
表
と
国

の
俸
給
表

に
構

造
上
の

差
異

が
生

じ
て

き
て

い
る

。
ま

た
、

昨
年

、
行

政
職

給
料

表
２

級
以

下
と

そ
の

他
の

給
料

表
の

こ
れ

に
相

当
す

る
職

務
の

級
の

改
定

が
据

え
置

か
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
一

部
で

昇
任

・
昇

格
に

伴
う
給

与
額
の

引
上

げ
が
通

常
に

比
べ

て
十

分
に

行

1
,
0
0
0
分

の
9
5
7
を

乗
じ

て
得

た
額

を
給

料
月

額
と

す
る

。

わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

行
政
職
給
料
表
以
外
の
給

料
表
（
医
療
職
給
料
表
⑴
を

除
く

）
に
つ
い
て
は

行
に

伴
う
給

与
額
の

引
上

げ
が
通

常
に

比
べ

て
十

分
に

行
わ

れ
な

い
等

の
構

造
と

な
っ

て
い

る
。

本
来

で
あ

れ
ば

こ
う

し
た

状
態

は
解

消
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

今
回

は
引

下
げ

改
定

で
あ

る
こ

と
及

び
現

在
の

給
料

表
は

、
昨

年
県

議
会

で
の

議
決

を
経

て
制

定
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

除
く
。

）
に
つ
い
て
は

、
行

政
職
給
料
表
の
職
務
の
級
に

相
当
す
る
職
務
の
級
又
は
職

務
の
級
及
び
号
給
ご
と
に
そ

れ
ぞ

れ
の
乗
じ
る
こ
と
と
す

昨
年

県
議

会
で
の

議
決

を
経

て
制

定
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

こ
と

を
勘

案
し

、
現

在
の

給
料

月
額

を
引

下
げ

改
定

す
る

こ
と

と
す

る
。

れ
ぞ

れ
の
乗
じ
る
こ
と
と
す

る
率
と
す
る
こ
と
。

三
重

県
月
例
給

の
改
定

に
当

た
っ

て
、

本
委

員
会

は
、
こ

れ
国

の
平

成
1
9年

勧
告

※
行

政
職

給
料

表
㈠
に
同

じ
三

重
県

月
例
給

の
改
定

に
当

た
っ

て
、

本
委

員
会

は
、
こ

れ
ま

で
人

事
院

勧
告

に
準

じ
て

給
料

表
を

改
定

し
て

き
た

と
こ

ろ
で

す
が

、
本

年
の

本
県

の
公

民
較

差
が

、
民

間
給

与
が

職
員

給
与

を
上

回
る

プ
ラ

ス
較

差
で

あ
っ

た
こ

と
を
踏
ま

え
る

と
、
マ

イ
ナ

ス
較

差
を

解
消

す
る

た
め

国
の

平
成

1
9年

勧
告

ベ
ー

ス
の

俸
給

表
を

基
本

と
す

る
。

（
結

果
と

し
て

、
国

の
俸

給
月

額
（

平
成

21
年

勧
告
ベ
ー

※
行

政
職

給
料

表
㈠
に
同

じ

と
を
踏
ま

え
る

と
、
マ

イ
ナ

ス
較

差
を

解
消

す
る

た
め

俸
給

表
を

引
き

下
げ

た
人

事
院

勧
告

に
準

じ
て

本
県

給
料

表
を

引
き

下
げ

る
の

は
適

当
で

は
な

い
。

（
Ｈ

2
1
）

（
平

成
21
年

勧
告

ス
）

よ
り

平
均

0
.
2
%
高

い
額

が
給

料
月

額
と

な
る

。
）




